
 

 

令和６年度上越新幹線沿線の騒音及び対策の状況について 

 

令和７年１月 

新幹線騒音・振動対策関係市町連絡会議 

 

第１  令和６年度上越新幹線沿線の騒音調査結果について 

 「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」（昭和 50 年７月 29 日環境庁告示第

46 号）に示された上越新幹線の新幹線鉄道騒音に係る環境基準（以下、「環境基

準」という。）の達成目標期間は、昭和 62 年 11 月 15 日に終了している。 

  本県では、関係市町の協力を得て、上越新幹線沿線地域における騒音・振動対策

の推進に資するため、昭和 57 年 11 月の上越新幹線開業以来、新潟～湯沢間の環境

基準類型指定地域内において、環境基準の達成状況を調査している。令和６年度の

新幹線鉄道騒音の状況は以下のとおりである。 

 

１   調 査 概 要 

（１）調査地域 

    表１の調査地域の欄に掲げる県内 14 地域 

（２）測定地点 

   騒音調査：測定側軌道中心から 25ｍ地点 

（３）調査期間 

   令和６年５月 14 日～令和６年９月 12 日 

（４）測定機関 

   新潟市以外の８地域：新潟県 

新潟市内の６地域：新潟市 

 

２   調 査 方 法 

（１）騒音レベル 

     「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」（昭和 50 年７月 29 日環境庁告

示第 46 号）に定める方法により、原則として連続して通過する 20 本の列車に

ついて騒音のピークレベルを測定し、ピークレベルの大きさが上位半数のもの

についてパワー平均した。 

（２）列車速度 

 ストップウォッチにより計測した列車の通過時間と、その車両数を基に計算

によって速度を求め、騒音のピークレベルの大きさが上位半数のものに対応す

る列車について算術平均した。 



 

 

３   調 査 結 果 

（１）騒音に係る環境基準の達成状況 

 各調査地域における騒音の環境基準の達成状況を表１に示す。14 地域のうち

騒音の環境基準を達成したのは２地域（昨年度から増減なし）であり、75 デシ

ベルを超過したのは新潟市西区鳥原、新潟市南区釣寄、小千谷市浦柄、魚沼市

原長屋の４地域（昨年度比３増）であった。 

    

表１ 騒音に係る環境基準の達成状況の状況（令和６年度）注） 

調 査 地 域
 地域の 

類型 

騒音レベル 

（ｄＢ） 

列車速度 

（km/時） 

1 新潟市中央区上近江 Ⅰ 73 166 

2 新潟市中央区大島 Ⅰ 73 194 

3 新 潟 市 西 区 鳥 原 Ⅰ 76 259 

4 新潟市西蒲区井随 Ⅰ 75 262 

5 新 潟 市 南 区 釣 寄 Ⅰ 76 254 

6 新潟市西蒲区中之口 Ⅰ 75 228 

7 燕 市 新 生 町 Ⅰ 71 230 

8 三 条 市 今 井 Ⅰ 68 172 

9 見 附 市 芝 野 Ⅰ 75 271 

10 小 千 谷 市 浦 柄 Ⅰ 80 （ｽﾉｰｼｪﾙﾀ） 

11 長岡市川口和南津 Ⅰ 75 270 

12 魚 沼 市 原 長 屋 Ⅰ 77 （ｽﾉｰｼｪﾙﾀ） 

13 南魚沼市九日町猫道 Ⅰ 74 210 

14 湯 沢 町 湯 沢 Ⅱ 69 204 

   注）囲み数値は、環境基準を達成したことを示す。 

下線数値は、７５デシベルを超過したことを示す。 

     騒音環境基準は、地域の類型Ｉ：７０デシベル Ⅱ：７５デシベル 



 

 

（２）騒音レベルの推移 

 各調査地域における令和５年度と令和６年度の騒音レベル及び列車速度の測

定結果を表２に、騒音レベルの比較を図１に示す。14 地域のうち、昨年度と比

較して騒音レベルが高くなったのは 12 地域で、新潟市西区鳥原、長岡市川口和

南津、魚沼市原長屋、南魚沼市九日町猫道で３デシベル、新潟市西蒲区中之

口、湯沢町湯沢で２デシベル、新潟市中央区上近江、新潟市中央区大島、新潟

市西蒲区井随、新潟市南区釣寄、見附市芝野、小千谷市浦柄で１デシベルの増

加が見られた（小数点以下四捨五入）。 

燕市新生町、三条市今井の２地点では昨年度と騒音レベルに差は見られなか

った（小数点以下四捨五入）。 

騒音レベルが低くなった地点は確認されなかった（小数点以下四捨五入）。 

 調査地域における騒音レベルの推移を表３及び図２－１～図２－４に示す。

県内 14 地域における騒音レベルは、令和４年度までは長期的には概ね微減又は

横ばいの状況であったが、令和５年３月のダイヤ改正に伴うスピードアップに

より、令和５年度は列車速度が上昇した多くの地点で、騒音レベルの増加が確

認された。令和６年度については、令和５年度と比較して列車速度に大きな変

化はみられなかったが、多くの測定地点で騒音レベルの増加が確認された。 

 

（３）列車速度と騒音レベルの状況 

上越新幹線では令和５年度から、全ての車両が E7 系 12 両編成で運行されて

いる。列車速度と騒音レベルの関係を図３－１及び図３－２に示す。 

 列車速度と最大騒音レベルには正の相関が見られる。 

 

４  ま と め 

（１）騒音レベルを測定した 14 地域のうち、環境基準を達成したのは、三条市今

井、湯沢町湯沢の２地域（昨年度から変化なし）であった。また、75 デシベルを

超過したのは、小千谷市浦柄、新潟市西区鳥原、新潟市南区釣寄、魚沼市原長

屋の４地域（昨年度比３増）であった。 

 

（２）県内 14 地域の騒音レベルについて、列車速度が上昇した令和５年度の結果と

比較しても、多くの測定地点で騒音レベルの増加が確認された。 



R5年度 R6年度 R5年度 R6年度
騒音

レベル
列車速度

1 新潟市中央区上近江 Ⅰ 72 73 161 166 1 5

2 新潟市中央区大島 Ⅰ 72 73 194 194 1 0

3 新潟市西区鳥原 Ⅰ 73 76 263 259 3 -4

4 新潟市西蒲区井随 Ⅰ 74 75 259 262 1 3

5 新潟市南区釣寄 Ⅰ 75 76 266 254 1 -12

6 新潟市西蒲区中之口 Ⅰ 73 75 269 228 2 -41

7 燕市新生町 Ⅰ 71 71 234 230 0 -4

8 三条市今井 Ⅰ 68 68 170 172 0 2

9 見附市芝野 Ⅰ 74 75 271 271 1 0

10 小千谷市浦柄 Ⅰ 79 80 - - 1 -

11 長岡市川口和南津 Ⅰ 72 75 273 270 3 -3

12 魚沼市原長屋 Ⅰ 74 77 - - 3 -

13 南魚沼市九日町猫道 Ⅰ 71 74 204 210 3 6

14 湯沢町湯沢 Ⅱ 67 69 180 204 2 24

注）騒音レベルについて、網掛けは環境基準を達成した地域、丸囲みは75dBを超過した地域を示す。

表２　調査地域における騒音レベルの推移

調査地域
地域の
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図１ 騒音レベルの比較

R5年度
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単位：dB

58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

1 新潟市中央区上近江 Ⅰ 76 74 74 72 73 72 71 73 73 74 73 73 72 73 72 71 72 73 73 73 72 72 71 72 73 76 75 74 74 74 73 74 73 70 72 71 70 69 73 74 72 73

2 新 潟 市 中 央 区 大 島 Ⅰ 75 75 81 77 78 76 77 76 74 75 74 69 73 71 75 72 75 71 76 75 74 74 71 75 75 75 76 75 75 75 71 74 75 72 72 73 71 70 72 73 72 73

3 新 潟 市 西 区 鳥 原 Ⅰ 77 76 77 74 75 75 76 73 74 75 75 75 74 74 73 74 74 77 76 74 74 75 73 74 75 73 74 73 72 72 73 73 73 76

4 新 潟 市 西 蒲 区 井 随 Ⅰ 71 77 78 78 78 76 75 76 76 74 73 73 75 75 74 74 75 72 72 73 76 73 75 76 75 77 74 72 73 72 72 72 71 72 73 72 72 72 73 74 75

5 新 潟 市 南 区 釣 寄 Ⅰ 76 77 78 78 77 77 78 76 77 76 75 72 74 73 73 73 72 72 73 72 73 73 74 73 74 74 75 76 74 74 72 72 72 72 73 74 71 70 72 69 75 76

6 新潟市西蒲区中之口 Ⅰ 74 73 74 72 73 72 75 73 73 72 73 75 73 74 74 73 73 74 73 71 71 72 71 70 71 71 73 75

7 燕 市 新 生 町 Ⅰ 74 75 76 77 77 78 75 73 75 73 73 73 72 72 74 74 74 73 72 72 73 72 74 75 76 75 75 73 73 73 74 72 70 72 71 71 69 71 68 71 71

8 三 条 市 今 井 Ⅰ 76 75 75 72 75 73 74 73 75 72 72 73 75 72 73 73 73 71 69 70 69 71 70 71 71 70 70 68 69 67 68 68 69 68 71 68 67 69 69 68 68

9 見 附 市 芝 野 Ⅰ 77 77 77 77 77 76 77 74 75 75 72 75 75 72 74 73 72 73 71 73 73 73 73 74 76 73 73 73 72 70 71 70 72 71 71 70 70 69 69 74 75

10 小 千 谷 市 浦 柄 Ⅰ 77 80 80 83 76 75 76 76 77 75 79 81 80 80 80 79 80 79 79 79 76 79 80 80 80 79 80 79 78 79 79 78 80 81 78 76 78 77 79 80

11 長 岡 市 川 口 和 南 津 Ⅰ 76 77 76 79 77 77 77 75 74 74 73 72 73 76 74 74 73 73 73 72 75 76 73 79 75 75 74 74 74 74 72 73 72 72 72 71 72 70 72 69 72 75

12 魚 沼 市 原 長 屋 Ⅰ 76 77 80 79 76 75 76 74 75 75 77 78 72 74 74 74 75 73 75 71 72 72 73 75 75 79 79 79 77 76 78 77 78 74 77 77 74 73 74 74 74 77

13 南魚沼市九日町猫道 Ⅰ 75 74 75 74 75 75 74 73 73 74 75 74 73 73 74 73 73 73 73 71 74 73 72 71 73 73 73 71 72 71 71 71 70 70 71 71 70 70 70 71 71 74

14 湯 沢 町 湯 沢 Ⅱ 69 69 72 73 73 74 74 74 71 71 71 70 71 71 69 72 71 68 68 68 66 68 67 68 65 68 68 67 68 68 67 66 67 64 65 67 65 66 66 66 67 69

75 76 77 77 76 76 76 75 74 75 74 73 74 74 74 74 74 73 73 72 73 73 72 74 74 75 75 74 73 73 72 73 73 71 72 73 71 70 72 71 73 74

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 4 5 2 1 5 10 4 6 2 2

7 6 5 8 7 6 8 3 4 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 6 5 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4

注） １　網掛けは、環境基準を達成した地域を示す。
　 ２　下線の引いてある数値は、第１次75デシベル対策が終了した平成６年以降75dBを超えた地域を示す。
       ３　二重縦罫線は、その年度から測定地点を移動したことを示す。

表３　調査地域における騒音レベルの推移

昭　　　　和
調 査 地 域 名

14 地 域 算 術 平 均

75 デ シ ベ ル 超 過 地 域

環 境 基 準 達 成 地 域

平　　　　　　               　　　　　成 令和



図２－１　騒音レベルの経年変化（１）
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図２－２　騒音レベルの経年変化（２）
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図２－３　騒音レベルの経年変化（３）
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注）平成９年度から測定地点を移動した（東京寄りに100m）。

注）平成８年度から測定地点を移動した（新潟寄りに100m）。

注）平成11年度から測定地点を移動した（高架を挟み反対側）。

注）平成６年度から測定地点を移動（新潟寄りに50m）、
平成17年度から測定地点を移動した（当初測定地点から東京寄りに70m）。



図２－４　騒音レベルの経年変化（４）
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注）平成10年度から測定地点を移動した（駅を挟み新潟寄りに1.5km）。



図３－１ 車両型式別列車速度と騒音のピークレベル（測定側列車）

図３－２ 車両型式別列車速度と騒音のピークレベル（測定反対側列車）



第２  騒 音 対 策 の 状 況 

 

１   国 の 対 応 

 環境省は、第１次から第５次 75 デシベル対策区間以外の区間において、いまだ

75 デシベルを超える地域が残されていることから、平成 29 年６月に新幹線鉄道騒

音に係る当面の 75 デシベル対策について国土交通省等関係行政機関に要請した。 

 新幹線鉄道事業者は国土交通省の指導に基づき、第６次 75 デシベル対策として自

主的な取組を実施しており、東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」とい

う。）管内については、平成 30 年４月から令和４年度末を対策目標期間とし対策を

実施した。 

 

２ 本県の対応 

 毎年、新幹線鉄道騒音調査の結果に基づきＪＲ東日本新潟支社へ騒音対策の推進

を要望している。最近では、令和６年２月に同社に対し、環境基準の達成のための

効果的かつ速やかな対策を実施するとともに、新幹線車両及び鉄道施設の適切な維

持管理、新幹線鉄道に係る騒音防止対策のための研究推進と防止技術の積極的導入

等について要望した。 

 令和７年１月には、東北・上越・北陸新幹線沿線の 10 県と連携して、ＪＲ東日本

本社に対し環境基準達成のための効果的かつ速やかな騒音防止対策を実施すること

等を要望した。また、環境省及び国土交通省に対してもＪＲ東日本の指導を依頼す

る。 

 騒音調査結果に示したとおり、県内には環境基準を達成していない地域が多いた

め、継続して一層の騒音対策の推進を要望することとしている。 

 



３ 県内における騒音対策の実施状況 

（１）音源対策 

ＪＲ東日本では、国土交通省の指示により音源対策を推進しているが、県内

における音源対策としてはレール削正、及び一部区間における防音壁の嵩上げ

等の対策を実施している（表５、表６及び表７）。 

 
表５ レール削正実施状況（環境対策） 

年度 実施距離（ｍ） 累計距離（年度末）（ｍ） 

Ｒ４ ８５，２００ ２，６８０，３５６ 

Ｒ５ ７６，４７３ ２，７５６，８２９ 

 
 
 

表６ 防音壁の嵩上げ実施状況（75 デシベル対策） 

年度 設置箇所数 設置距離（ｍ） 積算距離（ｍ） 

Ｈ３ ４ ６５７ ６５７ 

 ４ １１ ２，５８７ ３，２４４ 

 ５ ８ ３，４５８ ６，７０２ 

 ６ １ ４１ ６，７４３ 

 ７ ０ ０ ６，７４３ 

 ８ ７ ９８７ ７，７３０ 

 ９ ３ ４１４．４ ８，１４４．４ 

１０～１８ ０ ０ ８，１４４．４ 

１９ ２ ２４５ ８，３８９．４ 

２０～２４ ０ ０ ８，３８９．４ 

２５ １ １７０ ８，５５９．４ 

２６～Ｒ１ ０ ０ ８，５５９．４ 

Ｒ２ ８ １，１６８ ９，７２７．４ 

Ｒ３、Ｒ４ ０ ０ ９，７２７．４ 

Ｒ５ ０ ０ ９，７２７．４ 

  



表７ その他近年の対策実施状況（75 デシベル対策） 

年 度 設置箇所数 設置距離（ｍ） 累計距離（ｍ） 備考 

Ｈ１３ １ １２９．４ １２９．４ 山型防音工 

１４～１９ ０ ０ ０ ― 

２０ １ １７６ １１，２７２．５ 吸音板設置 

２１～２４ ０ ０ ０ ― 

２５ ２ ３６０ １１，６３２．５ 吸音板設置 

２６～３０ ０ ０ １１，６３２．５ ― 

Ｒ１ ６ １，１０１ １２，７３３．５ 吸音板設置 

Ｒ２ ３ ５９７ １３，３３０．５ 吸音板設置 

Ｒ３ ３ ５９０ １３，９２０．５ 吸音板設置 

Ｒ４ １ ９３．８ １４，０１４．３ 吸音板設置 

Ｒ５ ０ ０ ０ ― 

 

（２）障害防止対策 

営業が開始された時点で現に所在する建築物のうち、騒音レベルが 70 デシベ

ルを超える区域にある学校、病院等の施設及び 75 デシベルを超える区域にある

住宅については、昭和 58 年から防音工事が行われ、申し出のあった施設及び住

宅について昭和 62 年までに全て工事を完了している。 

（３）沿線地域における未然防止対策 

 沿線地域の土地利用の適正化については、当連絡会議等において都市計画等

の機会を捉え、関係部局との調整・連絡を図り、事業者指導を行うよう沿線市

町に依頼している。 

 本県としても、都市計画素案段階における都市計画部局との意見調整や、新

潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づく土地取得事前協議等を通じて、

適正な土地利用が行われるよう沿線市町と協力して事業者指導をすることとし

ている。 

 

  



第３  ま と め 

  上越新幹線沿線地域の騒音レベルは、ＪＲ東日本が実施してきた各種騒音対策の

効果により開業当初から比較すると、平均的に低減傾向、近年は横ばいの状態であ

ったが、令和５年度はダイヤ改正に伴うスピードアップにより、列車速度が上昇し

た多くの地点で、騒音レベルの増加が確認され、令和６年度はさらに騒音環境が悪

化する結果となった。 

 令和６年度騒音調査を行った 14 地域のうち、環境基準を達成したのは２地域であ

り、環境基準の達成のため、さらに音源対策や土地利用対策などの各種対策を総合

的に進める必要がある。 

 本県としては、引き続き環境基準の達成状況を調査するとともに、他県と連携し

て環境省、国土交通省及びＪＲ東日本に対して各種騒音防止対策を更に推進するよ

う要請し、環境基準の早期達成に努めていく。 


